
　五泉市では、地震により破損した住宅等の修繕を行う市民の

負担軽減のための支援を行います。

申込期間

令和６年１月２６日（金）～ 令和６年３月２９日（金）

補助対象者

五泉市に住民登録を行っており、同居する家族全員が市税を滞納していないこと

※企業・法人等は対象外です。

補助対象要件

※すでに発注している工事も対象となります。

※非住家とは…空き家、併用住宅の店舗等の部分、別棟の車庫、倉庫、農舎等

施工業者の条件

市内に本店を有する法人または個人事業者

※すでに発注している場合は市外業者も可

補助額

地震により破損した住家及び非住家を修繕する工事に要する費用（税込み）の１/２（千円未満

切り捨て）で、限度額は以下の通りです。

〈住家〉　２０万円

〈非住家〉１０万円

※住家、非住家を合わせて修繕する場合は、一世帯当たり２０万円が限度額となります。

※補助金の申請は１回限り

工事期間

令和６年１月１日（月・祝）～ 令和６年５月３１日（金）　

※工事が期間内に終わらない場合は、ご相談ください。

申請方法

申請書に必要書類を添付して、商工観光課に提出してください。

〈必要書類〉

※罹災証明書は五泉市税務課資産税係で発行されたもの

注意事項

 国や県の被災住宅応急修理救助制度の支援を受ける工事と同じ箇所の場合のみ、対象工事

 から支援額を除いた金額での計算となります。

 五泉市被災住宅等リフォーム事業補助金

令和６年１月１日の地震発生により破損した住家及び非住家を修繕する工事

問い合わせ先

商工観光課 商工係

〒９５９－１６９２ 五泉市太田１０９４－１
電話：０２５０－４３－３９１１ （内線２７９）

【住　　家】 【非住家】

① 申請書 ① 申請書

② 見積書の写し ② 見積書の写し

③ 修繕箇所がわかる図面（手書き可） ③ 修繕箇所がわかる図面（手書き可）

④ 罹災証明書の写し ④ 修繕前の写真


